
（1）　令和５年10月６日　金曜日 第443号宮　　城　　県　　公　　報

目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
障
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生
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生
活
を
総
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的
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す
る
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め
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法
律
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指
定
障
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事
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指
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公

告

〇
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基

づ
く
公
告
（
三
件
）�

（
廃
棄
物
対
策
課
）　
　

三

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定�

（
精
神
保
健
推
進
室
）　
　

五

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退�

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定�

（
農
村
振
興
課
）　
　

五

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

六

公
安
委
員
会

〇
技
能
検
定
員
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
の
実
施
に
つ
い
て�

　
　

六

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
二
一
〇
七
〇
二

パ
ッ
ソ
ア
パ
ッ
ソ
石
巻

石
巻
市
門
脇
字
浦
屋
敷

八
十
三
番
地
二
十
四

就
労
継
続
支
援
Ａ

型

株
式
会
社
な
で

し
子

令
和
五
年
十
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

沼
田
・
八
木

区
画
整
理
事
業
（
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備

事
業
（
農
地
整
備
事
業
））

令
和
五
年
六
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

山
元
東
部
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
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次
の
加
入
区
に
係
る
特
定
第
一
号
漁
業
者
の
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区

の
名
称

水　
　

域

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
一
号

漁
業
者
数

宮
城
県

第
二
十

加
入
区

共
第
百
十

三
号
漁
業

権
の
漁
場

の
区
域

宮
城
県
漁

業
協
同
組

合
の
北
上

町
十
三
浜

支
所
の
地

区
（
海
岸

線
沖
合
百

メ
ー
ト
ル

未
満
の
区

域
）

令
和
五
年
九

月
十
五
日

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字

上
大
平
百
三
十
二－

十
一

佐
々
木　

義
延

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字

山
居
四
十
二－

三

西
條　

幸
正

漁
業
災
害
補

償
法
施
行
令

（
昭
和
三
十

九
年
政
令
第

二
百
九
十
三

号
）
第
五
条

に
規
定
す
る

あ
わ
び
を
と

る
漁
業

二
百
七
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た

次
の
加
入
区
に
係
る
特
定
第
一
号
漁
業
者
の
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区

の
名
称

水　
　

域

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
一
号

漁
業
者
数

宮
城
県

第
五
十

七
加
入

区

共
第
百
三

十
二
号
及

び
共
第
百

三
十
三
号

漁
業
権
の

漁
場
の
区

域

宮
城
県
漁

業
協
同
組

合
の
石
巻

地
区
支
所

の
地
区
の

う
ち
田
代

浜
の
区
域

（
海
岸
線

沖
合
百
メ

ー
ト
ル
未

満
の
区
域
）

令
和
五
年
九

月
十
五
日

石
巻
市
田
代
浜
字
大
泊
五

十
三

濱　

温

石
巻
市
門
脇
字
青
葉
東
百

十
九
番
地
八

小
谷　

清
一
郎

漁
業
災
害
補

償
法
施
行
令

（
昭
和
三
十

九
年
政
令
第

二
百
九
十
三

号
）
第
五
条

に
規
定
す
る

あ
わ
び
を
と

る
漁
業

十
六
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

四
五
六
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

登
米
市
東
和
町
米
川
字
東
綱
木
一
三
〇
番
一
地
先

か
ら

同
市
東
和
町
米
川
字
東
綱
木
一
七
番
一
地
先
ま
で

前

　

八
・
三
～

�

二
〇
・
七

�

五
七
六
・
一

後

　

八
・
三
～

�

二
〇
・
七

�

五
七
六
・
一

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
し
ゅ
ん
功
認
可
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者

　

１　

名
称

　
　
　

宮
城
県

　

２　

所
在
地

　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　

３　

代
表
者
の
氏
名

　
　
　

宮
城
県
知
事　

村
井　

嘉
浩

三　

埋
立
区
域

　

１　

位
置

　
　

�　

宮
城
県
塩
竈
市
字
台
六
十
七
番
三
百
二
十
六
、
百
三
十
一
番
、
同
市
字
北
浜
四
丁
目
百
三
十
五
番
、
百
三
十
一

番
、
二
百
三
十
三
番
、
七
十
六
番
五
、
二
百
三
十
四
番
、
七
十
六
番
四
、
二
百
三
十
五
番
、
七
十
六
番
一
、
七
十

六
番
四
十
四
、
百
四
十
一
番
三
及
び
百
四
十
七
番
に
接
す
る
地
先
公
有
水
面
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２　

区
域

　
　

⑴　

区
域
１

　
　
　

�　

次
の
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
②
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
②
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ぶ

平
成
十
八
年
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
八
二
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境

界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

基
点�　

宮
城
県
塩
竈
市
地
蔵
島
地
内
の
地
蔵
島
灯
台
（
北
緯
三
八
度
一
九
分
二
一
・
七
〇
七
秒
、
東
経
一
四
一

度
〇
四
分
一
五
・
六
〇
八
秒
）

　
　
　

①
の
地
点　

基
点
か
ら
二
六
五
度
五
三
分
二
九
秒
四
、
〇
四
〇
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
二
四
七
度
二
四
分
四
〇
秒
〇
・
五
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑵　

区
域
２

　
　
　

�　

次
の
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
②
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
②
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ぶ

平
成
十
八
年
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
八
二
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境

界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　
　

基
点�　

宮
城
県
塩
竈
市
地
蔵
島
地
内
の
地
蔵
島
灯
台
（
北
緯
三
八
度
一
九
分
二
一
・
七
〇
七
秒
、
東
経
一
四

一
度
〇
四
分
一
五
・
六
〇
八
秒
）

　
　
　
　

①
の
地
点　

基
点
か
ら
二
六
六
度
三
二
分
四
三
秒
三
、
九
〇
八
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
二
四
七
度
三
四
分
三
二
秒
一
二
九
・
三
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

⑶　

区
域
３

　
　
　

�　

次
の
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
二
六
八
度
一
九
分
三
八
秒
四
五
・
七
五
メ
ー
ト
ル
地
点
を
中
心
と
す
る
半

径
四
五
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
円
周
で
①
の
地
点
と
②
の
地
点
を
結
ぶ
南
東
側
の
円
弧
、
②
の
地
点
か
ら
⑮
の
地

点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑮
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
八
年
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ

ラ
ス
一
・
八
二
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　
　

基
点�　

宮
城
県
塩
竈
市
地
蔵
島
地
内
の
地
蔵
島
灯
台
（
北
緯
三
八
度
一
九
分
二
一
・
七
〇
七
秒
、
東
経
一
四

一
度
〇
四
分
一
五
・
六
〇
八
秒
）

　
　
　
　

①
の
地
点　

基
点
か
ら
二
六
八
度
二
三
分
三
九
秒
三
、
七
〇
二
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
二
一
三
度
四
八
分
三
二
秒
五
六
・
六
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
二
一
九
度
六
分
三
七
秒
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
二
二
三
度
三
六
分
一
〇
秒
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
二
二
三
度
三
六
分
一
〇
秒
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
四
三
分
二
九
秒
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら
二
三
七
度
四
六
分
一
三
秒
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
二
四
二
度
三
七
分
三
秒
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら
二
四
六
度
四
八
分
五
五
秒
一
〇
・
〇
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら
二
四
九
度
二
四
分
二
秒
九
・
九
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら
二
四
九
度
二
八
分
三
二
秒
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら
二
四
九
度
一
二
分
一
秒
一
〇
・
〇
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑬
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら
二
四
九
度
二
八
分
一
五
秒
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑭
の
地
点　

⑬
の
地
点
か
ら
二
四
八
度
二
五
分
三
五
秒
一
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑮
の
地
点　

⑭
の
地
点
か
ら
二
四
七
度
四
九
分
六
秒
八
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

二
、
五
九
九
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
五
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
四
号

　
　

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
十
一
号
（
工
事
竣
功
期
間
の
伸
長
）

　
　

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
五
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
四
号
（
工
事
竣
功
期
間
の
伸
長
）

　
　

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
一
号
（
工
事
竣
功
期
間
の
伸
長
）

　
　

平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
四
号
（
工
事
竣
功
期
間
の
伸
長
）

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
六
号
（
工
事
竣
功
期
間
の
伸
長
）

　
　

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
一
号
（
工
事
竣
功
期
間
の
伸
長
）

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
十
八
号
（
工
事
竣
功
期
間
の
伸
長
）

　
　

令
和
五
年
九
月
十
九
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
九
号
（
設
計
概
要
の
変
更
、
埋
立
区
域
の
縮
少
）

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村

　
　

塩
竈
市

公

告

〇
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
分
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
べ
き
保

管
事
業
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　

な
お
、
保
管
事
業
者
が
二
の
期
限
ま
で
に
三
の
措
置
を
講
じ
な
い
と
き
は
、
知
事
が
当
該
措
置
を
講
じ
、
保
管
事
業

者
か
ら
当
該
措
置
に
要
し
た
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
場
所

　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
魚
町
三
丁
目
一
番
二
十
五
号

二　

措
置
の
期
限

　
　

令
和
五
年
十
一
月
六
日

三　

講
ず
べ
き
措
置
の
内
容

　

㈠�　

一
の
場
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
表
の
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
を
自
ら
処
分
し
、
又
は
高

濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
分
業
許
可
を
有
す
る
者
（
以
下
「
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄

物
処
分
業
者
」
と
い
う
。）
に
対
し
処
分
の
委
託
を
行
う
こ
と
。

　

㈡�　

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
分
業
者
へ
の
委
託
に
当
た
り
、
本
件
廃
棄
物
の
運
搬
を
委
託
す
る
場

合
に
は
、
当
該
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
に
対
し
て
運

搬
の
委
託
を
行
う
こ
と
。

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
廃
棄
物
の
種
類

安
定
器

消
費
電
力

定
格
容
量

４
０
Ｗ

４
０
Ｗ

４
０
Ｗ

製
造
者

三
菱
電
機
株
式
会
社

三
菱
電
機
株
式
会
社

三
菱
電
機
株
式
会
社

型
式
等

Ｆ
Ｄ
Ｒ－

４
１
１
Ｈ
Ｃ

５

Ｆ
Ｄ
Ｒ－

４
１
１
Ｈ
Ｄ

５
Ｗ

Ｆ
Ｄ
Ｒ－

４
１
２
Ｆ
Ｃ

５

製
造
年

不
明

不
明

不
明

台
数

２
台

１
台

５
台

四　

問
合
せ
先

　
　

宮
城
県
環
境
生
活
部
廃
棄
物
対
策
課

　
　

電
話　

〇
二
二－

二
一
一－

二
四
六
三

�

〇
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
分
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
べ
き
保

管
事
業
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　

な
お
、
保
管
事
業
者
が
二
の
期
限
ま
で
に
三
の
措
置
を
講
じ
な
い
と
き
は
、
知
事
が
当
該
措
置
を
講
じ
、
保
管
事
業

者
か
ら
当
該
措
置
に
要
し
た
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
場
所

　
　

宮
城
県
刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
倉
石
岳
国
有
林
六
林
班

二　

措
置
の
期
限

　
　

令
和
五
年
十
一
月
六
日

三　

講
ず
べ
き
措
置
の
内
容

　

㈠�　

一
の
場
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
表
の
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
を
自
ら
処
分
し
、
又
は
高

濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
分
業
許
可
を
有
す
る
者
（
以
下
「
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄

物
処
分
業
者
」
と
い
う
。）
に
対
し
処
分
の
委
託
を
行
う
こ
と
。

　

㈡�　

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
分
業
者
へ
の
委
託
に
当
た
り
、
本
件
廃
棄
物
の
運
搬
を
委
託
す
る
場

合
に
は
、
当
該
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
に
対
し
て
運

搬
の
委
託
を
行
う
こ
と
。

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
廃
棄
物
の
種
類

安
定
器

コ
ン
デ
ン
サ

消
費
電
力

定
格
容
量

４
０
Ｗ

不
明

５
・
５
μ
Ｆ

不
明

製
造
者

日
立
製
作
所
株
式

会
社

不
明

株
式
会
社
フ
ジ
ケ

ン

不
明

型
式
等

４
２－

Ｒ
Ｓ
Ｃ－

１
５

不
明

Ｄ
Ｆ
式

不
明

製
造
年

１
９
７
０
年

不
明

不
明

不
明

台
数

６
台

８
台

９
台

３
台

四　

問
合
せ
先

　
　

宮
城
県
環
境
生
活
部
廃
棄
物
対
策
課

　
　

電
話　

〇
二
二－

二
一
一－

二
四
六
三

�

〇
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
分
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
べ
き
保

管
事
業
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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な
お
、
保
管
事
業
者
が
二
の
期
限
ま
で
に
三
の
措
置
を
講
じ
な
い
と
き
は
、
知
事
が
当
該
措
置
を
講
じ
、
保
管
事
業

者
か
ら
当
該
措
置
に
要
し
た
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
場
所

　
　

宮
城
県
柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
沼
ノ
平
山
一
番
地
三
十
七

二　

措
置
の
期
限

　
　

令
和
五
年
十
一
月
六
日

三　

講
ず
べ
き
措
置
の
内
容

　

㈠�　

一
の
場
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
表
の
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
を
自
ら
処
分
し
、
又
は
高

濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
分
業
許
可
を
有
す
る
者
（
以
下
「
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄

物
処
分
業
者
」
と
い
う
。）
に
対
し
処
分
の
委
託
を
行
う
こ
と
。

　

㈡�　

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
分
業
者
へ
の
委
託
に
当
た
り
、
本
件
廃
棄
物
の
運
搬
を
委
託
す
る
場

合
に
は
、
当
該
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
に
対
し
て
運

搬
の
委
託
を
行
う
こ
と
。

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
廃
棄
物
の
種
類

安
定
器

消
費
電
力

定
格
容
量

４
０
Ｗ

不
明

製
造
者

株
式
会
社
昭
電
社

不
明

型
式
等

４
０
１－

１
０
５
Ｈ－

Ｒ
Ｎ

不
明

製
造
年

不
明

不
明

台
数

５
台

３
台

四　

問
合
せ
先

　
　

宮
城
県
環
境
生
活
部
廃
棄
物
対
策
課

　
　

電
話　

〇
二
二－

二
一
一－

二
四
六
三

�

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指

定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

薬
局

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
名
取
大
手

町
店

名
取
市
大
手
町
五
丁
目
三
番
地
二

令
和
五
年
九
月
一
日

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
名
取
増
田

店

名
取
市
増
田
字
柳
田
五
番
地
の
一

令
和
五
年
九
月
一
日

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
イ
オ
ン

モ
ー
ル
新
利
府　

北
館
店

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
新
屋
田
前
二
二　

イ
オ

ン
モ
ー
ル
新
利
府　

北
館
一
階

令
和
五
年
九
月
一
日

二　

訪
問
看
護
事
業
者
等

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ま

ご
こ
ろ

名
取
市
美
田
園
三
丁
目
一－

一

令
和
五
年
九
月
一
日

�

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
指
定
し
た
指
定
自
立
支
援
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

薬
局

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

辞

退

年

月

日

ア
イ
ン
薬
局　

本
船
迫
店

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
本
船
迫
字
上
町
二
十
六－

三
十
一

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

Ｒ
５
農
村－

賃
貸
借
２
号
大
判
プ
リ
ン
タ
ー
等
の
賃
貸
借　

一

式
二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

農
政
部
農
村
振
興
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三�　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
東
北
支
店

　

仙
台
市
青
葉
区
中
央
四
丁
目
六
番
一
号

五�　

落
札
金
額　

二
千
八
百
五
十
九
万
九
千
二
百
三
十
円

六�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七�　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
五
年
八
月
十
四
日

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

伊
具
郡
丸
森
町
字
宮
ノ
脇
五
十
一
番
五
の
一
部
、
四
十

番
三
、
同
字
作
田
五
十
五
番
一
の
一
部
、
五
十
一
番
、
四

十
番
二
、
四
十
番
三
の
一
部
、
四
十
番
五
の
一
部
、
四
十

番
十
四
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

角
田
市
角
田
字
野
田
前
九
十
五
番
地

�

角
田
レ
ミ
コ
ン
株
式
会
社　
　
　

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
118号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
99条

の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び
第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の

規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
員
資
格
審
査
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
10月
６
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

１
　
資
格
審
査
の
種
類
、
期
日
及
び
場
所

資
　
格
　
審
　
査
　
の
　
種
　
類

資
格
審
査
の
期
日

資
格
審
査
の
場
所

　
新
た
に
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は
教
習
指
導
員

の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者

令
和
５
年
11月
７
日
か
ら

令
和
５
年
12月
28日
ま
で

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字

高
倉
65番
地

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー

　
現
に
技
能
検
定
員
、
教
習
指
導
員
で
あ
る
者
が

他
の
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は

教
習
指
導
員
の
資
格
を
追
加
し
て
取
得
し
よ
う
と

す
る
者

　
新
た
に
大
型
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の

資
格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
者
で
令
和
４
年
、
令
和
５
年
度
自
動
車
安
全

運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修
了
し
た
こ
と
等

に
よ
り
資
格
審
査
の
一
部
科
目
が
免
除
と
な
る
者

　
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修

了
し
た
こ
と
等
に
よ
り
資
格
審
査
の
全
科
目
が
免

除
と
な
る
者

２
　
資
格
審
査
申
請
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
５
年
10月
６
日
（
金
）
か
ら
令
和
５
年
10月
20日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま

で
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
65番
地

　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
内
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
⑶
　
資
格
審
査
申
請
用
紙
の
配
布

　
　
ア
　
配
布
期
間

　
　
　
�　
令
和
５
年
10月
６
日
（
金
）
以
降
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で

　
　
イ
　
配
布
場
所

　
　
　
�　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
）

３
　
そ
の
他

　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
問
い
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
。

　
　
問
い
合
わ
せ
先
の
電
話
番
号
　
022－

373－
3601


